
◎中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律 
（平成一八年六月一五日法律第七五号）   

一、提案理由（平成一八年五月一〇日・衆議院経済産業委員会） 

○二階国務大臣 中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案につきまして、その

提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 

 中小企業組合は、中小企業者が相互扶助の精神のもと、連携して事業を行うための組

織体として、中小企業者の事業活動を強力に後押ししてきました。今後とも、中小企業

者にとって使い勝手のよい組織体として、我が国経済社会において積極的な役割を果た

していくことが期待されているところであります。 

 他方で、制度の創設以来約半世紀が経過する中で、当初の想定を超えて、極めて大規

模に事業を展開する組合や、共済事業に代表されるリスクの高い事業を行う組合が出現

しており、運営規律が十分に働かなくなった中小企業組合の破綻事例が散見される状況

となっております。このため、組合運営全般について規律の強化を図るとともに、中小

企業組合が行う共済事業の健全な運営を確保するための措置を講ずることにより、中小

企業組合制度の信頼性の向上を図ることが喫緊の課題となっております。 

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 

 第一に、中小企業組合について、組合員による運営の自治を確保しつつ、運営の規律

を強化するため、役員の任期の見直しを図るとともに、監事に業務監査権限を付与する

ことを原則とします。また、一定規模以上の中小企業組合の資産運用方法に制限を設け

る等の措置を講ずることとしております。 

 第二に、中小企業組合が行う共済事業の健全性を確保するため、共済事業と他の事業

との区分経理の義務づけ、資産運用方法の制限、業務・財務に関する情報開示の義務づ

け等の措置を講ずることとしております。さらに、一定規模以上の共済事業を行う中小

企業組合については、共済事業以外の事業との兼業を原則として禁止するほか、健全性

に関する基準の設定等の措置を導入することとしております。 

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、衆議院経済産業委員長報告（平成一八年五月一八日） 

○石田祝稔君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、最近の中小企業組合における事業運営の状況等にかんがみ、組合の運営全般

について規律の強化を図るため、一定規模以上の組合に対し、員外監事の設置を義務づ

ける等の措置を講じるとともに、中小企業組合が行う共済事業についても、一定規模以

上の共済事業を行う組合は、他の事業との兼業を原則として禁止する等、事業の健全運

営を確保するための措置等を講じようとするものであります。 

 本委員会においては、去る五月十日二階経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した



後、質疑に入り、昨日終了いたしました。質疑終局後、討論、採決を行った結果、本案

は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年五月一七日） 

 政府は、本法施行に当たり、中小企業組合が、組合員による自治のもと、事業の健全

な運営を確保し、信頼性の向上を図ることができるよう、次の諸点について、適切な措

置を講じるべきである。 

一 中小企業組合が本法による規律強化の措置に円滑に対応できるよう、法令等の周知

徹底に万全を期するとともに、その支援のための相談体制等の強化を図るものとし、

併せて、都道府県と共に、早急に中小企業組合の実態の把握に努め、必要に応じて業

務の適正な実施を確保するための適切な指導に努めること。 

二 中小企業組合が行う共済事業については、本来の相互扶助といった性格及び組合の

自律的運営との調整に留意しつつ、契約者等の保護を図る観点から、国と都道府県の

間及び省庁間の連携強化に努めるなど、適切な監督・検査体制の整備に万全を期する

こと。また、組合の本旨に即した事業内容とする観点から、事業範囲、商品内容、運

営の仕組み等の事業の在り方についても不断に検討を加えるとともに、共済事業の適

切な実施に必要な知見を有する人材を確保するための研修等の支援措置の拡充に努め

ること。 

三 中小企業組合の活動の一層の活性化に資するため、組合運営に関する知識・経験の

豊富な人材の育成や、組合組織の活用事例等の情報提供に積極的に取り組むとともに、

中小企業組合が創業及び新連携等の受け皿として今後も活用されるよう、さらなる環

境の整備に努めること。また、中小企業組合制度の今後の在り方について、昨今の社

会経済情勢の変化に適確に対応するため、さらに検討を進めること。 

四 景気が全体として着実に回復に向かうなかで、地域、業種及び企業規模等による景

況のばらつきが残る現状を踏まえ、金融等のセーフティネット整備などの支援策が中

小企業の実態に即して適時適切に実施されるよう、関連中小企業施策の一層の整備拡

充に努めること。 

三、参議院経済産業委員長報告（平成一八年六月九日） 

○加納時男君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、中小企業組合の中には運営規律が十分働かなくなり破綻する事態が見ら

れるため、監事に業務監査権限を付与するなど組合の運営規律の強化を図るとともに、

一定規模以上の共済事業を行う組合については他の事業との兼業を禁止するなどの措置

を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、共済事業を行う中小企業組合の兼業を規制することの是非、



事業運営の規律強化が中小企業組合制度の在り方に及ぼす影響、中小企業組合のガバナ

ンスが機能しなくなった理由等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によ

って御承知願います。 

 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年六月八日） 

 政府は、相互扶助の精神に基づいて運営する中小企業組合制度の趣旨を踏まえ、本法

施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 中小企業組合の行う共済事業に対する規制に当たっては、従来の無認可共済が中小

企業組合の形態を悪用して事業を継続することのないよう、関係行政庁は連携してそ

の実効性を担保すること。また、契約者保護の観点から、関係行政庁は連携して適切

な監督、検査体制の整備に努めること。 

二 大規模な共済事業を行う中小企業組合に対する他の事業との兼業規制に当たっては、

本来、組合は同業種、異業種の中小企業者が協同して様々な事業を行うための組織で

あることにかんがみ、その活動が過度に制約されることのないよう、個々の組合の実

態を踏まえて適切に対応すること。 

三 中小企業組合が、有限責任事業組合や合同会社等とともに創業や新連携等における

事業組織として十全に活用されるよう、今後の中小企業組合制度の在り方を含め、法

体系の見直しについて検討を進めること。 

  右決議する。 


